
【主な経費】●外出支援・・・・・・・・・・・・・・・108万円
　　　　　　●食の自立支援・・・・・・・・・・・・1,745万円

●高齢者の生きがい活動支援・・・・・・・・88万円
●軽度生活支援・・・・・・・・・・・・・・14万円

【主な経費】●敬老行事開催補助金・・・・・・・・・・664万円
　　　　　　●敬老祝金・・・・・・・・・・・・・・・618万円

【主な経費】●日本遺産PR用看板設置・・・・・・・・・340万円 ●日本遺産をめぐるバスツアー・・・・・・・30万円
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日本遺産魅力発信推進事業
397万円

文化交流・自然共生課

　「国境の島 壱岐・対馬・五島～古代からの架け橋～」として日本遺産に認定された対馬島内の文化財のPRを行い、
観光素材としての魅力を伝えるとともに歴史や文化財に対する理解や興味を深めていただく取り組みを行います。

敬老事業

　多年にわたり社会の進展に寄与してきた高齢者に対し、敬意を払うとともにその長寿をお祝い
するために敬老事業の実施と祝い金の支給を行います。

1,282万円
福祉課

高齢者生活支援事業

　在宅の高齢者が自立した生活を安心して送ることができるよう、介護保険以外の在宅高齢者に対し福祉サービス
の提供を行います。

1,955万円
福祉課

民生費

国際交流事業
5,109万円

文化交流・自然共生課

　韓国人観光客の誘致や、スポーツ・文化活動等の交流事業
を行い、韓国をはじめとする東アジア都市との交流人口を増
やし、対馬の活性化を図ります。

【主な経費】●対馬釜山事務所運営経費等・・・・・・1,677万円
　　　　　　●国際交流員設置（韓国　２人）・・・・1,044万円
　　　　　　●朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産登録推進事業委託料
　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・693万円
　　　　　　●国境マラソンIN対馬開催補助金・・・・・630万円
　　　　　　●対馬市、影島区行政・スポーツ交流事業・・・79万円
　　　　　　●韓国内対馬宣伝事業・・・・・・・・・・250万円

　朝鮮通信使関係資料のユネスコ記憶遺産登録を推進しています！
　平成28年3月30日にNPO法人朝鮮通信使縁地連絡協議会と韓国の
釜山文化財団による日韓共同申請書をユネスコへ提出、平成29年秋に
は、世界記憶遺産に登録される見込みです。

【主な経費】●高齢者移動費助成・・・・・・・・・・1,890万円

　在宅で生活する75歳以上の高齢者の外出の機会の拡大と社会参加の促進を図り、閉じこもり及び心身機能の低下
を予防し、もって高齢者福祉の向上に資することを目的として、市が指定した市内を運送するタクシーやバス、渡
海船で利用できる利用券を交付します。

高齢者移動費助成事業
2,000万円

福祉課



【主な経費】●スポーツ及び文化活動振興費・・・・・2,778万円
　　　　　　●地域間交流及び国際交流活動振興費・・・278万円

●体験学習振興費・・・・・・・・・・・・・45万円
●就学支援事業費・・・・・・・・・・・・275万円

【主な経費】●障害者医療費助成・・・・・・・・・・4,242万円
　　　　　　●乳幼児医療費助成・・・・・・・・・・3,025万円
　　　　　　●母子家庭医療費助成・・・・・・・・・・959万円

●寡婦医療費助成・・・・・・・・・・・・・30万円
●父子家庭医療費助成・・・・・・・・・・158万円
●こども医療費助成・・・・・・・・・・3,550万円
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【主な経費】●３世代同居・近居促進事業補助金・・・・250万円
　　　　　　 （補助率１／２　上限額５０万円）

３世代同居・近居促進事業補助金

　市民が安心してこどもを産み育てることができる住まい及び居住環境の形成を保護
するため、新たに３世代同居または近居するための改修工事等を行う戸建て住宅の所
有者等に対して、補助金を交付し支援を図ります。

250万円
こども未来課

子ども夢づくり基金事業

　子ども夢づくり基金を活用し、市内の学校に在学する児童生徒の文化・体験・国際交流及び地域間交流活動・ス
ポーツ活動・就学活動に要する経費を支援します。

3,376万円
こども未来課

福祉医療費

　障害者、乳幼児、母子家庭における母と子、父子家庭における父と子及び寡婦等に対し、医療費の一部を助成します。

1億1,964万円
福祉課

子育て支援事業
9億9,010万円

こども未来課

　安心して子育てができるように、子どもの成長に合わせたサービ
ス提供を行います。

【主な経費】●認可保育所運営費・・・・・・・・・2億8,508万円
　　　　　　●へき地保育所運営費・・・・・・・・・2億279万円
　　　　　　●私立保育所運営費・・・・・・・・・・3億2,884万円
　　　　　　●放課後児童健全育成事業委託料・・・・・5,538万円
　　　　　　●地域子育て支援センター運営委託料・・・4,411万円

【事業対象者及び助成内容】

●75歳以上で在宅の高齢者に市が指定した市内を運送するタクシーやバス、
市内を運航する旅客船で利用できる利用券を交付します。
ただし、障害者移動支援、外出支援サービスを利用をしている方や生活
保護法の被保護世帯に属している方は対象外です。

●利用券は1枚500円として、毎年度予算の範囲内で交付します。
　※平成29年度は10枚の5千円分を交付します。

●申請の受付は、平成29年6月1日から開始します。

【市が指定した事業所】

　所定の請求書に、受領した利用券を添付して市に請求を行います。

市役所で申請を行い、
お受け取りください。
市役所で申請を行い、
お受け取りください。

(株)対馬交通(株)対馬交通

地域
コミュニティバス
地域
コミュニティバス

タクシー
(福祉有償運送含む）

タクシー
(福祉有償運送含む）

500
（裏） 注意事項

1. 降車や下船時に料金の支払いに利用する分
の利用券を乗務員にお渡しください。

2. 利用料金と助成額との差額は、現金でお支
払いください。

3. 利用料金が500円未満で差額が生じても、
おつりはでません。

4. 施設に入所等したとき、又は対馬市の住民
でなくなったときは、この利用券を市に返
還してください。

対馬市高齢者移動費助成事業
利 用 券

500円
利用券番号　　　第　　　　　号
助　成　額
有 効 期 間　　   年　　月　　日まで

発行者　対馬市長　印

（表）

対馬市高齢者移動費助成事業

市営渡海船市営渡海船


